
インフルエンザ流行発生警報を解除しました

旭川市内のインフルエンザの流行状況：第１５週（４月６日～４月１２日）

本市の感染症発生動向調査において、令和７年第４２週（令和７年１０月１３日～令和７年１０月

１９日）からインフルエンザの流行期に入り、令和７年第４５週（令和７年１１月３日～令和７年１

１月９日）に、１定点当たりの報告数が５２.００に達したため、インフルエンザ流行発生警報を発令
しました。

その後、令和８年第１４週（令和８年３月３０日～令和８年４月５日）に一定点当たりの報告数が

８．２９となり、第１５週は６．４３で注意報及び警報の継続基準値を下回る状況が維持されている

ことから、流行発生警報を解除しました。

しかし、インフルエンザには引き続き十分な注意が必要ですので、手洗い、せきエチケット等、基

本的な感染対策に御留意ください。

○ インフルエンザ発生状況【令和７年第３９週（９／２２～９／２８）以降～】

※流行期入り：基準値 １

※流行発生注意報：基準値 １０

※流行発生警報：開始基準値 ３０、継続基準値 １０

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

定
点
当
た
り
の
報
告
数

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

週

インフルエンザ発生動向 R5～R6

R6～R7

R7～R8
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【参考】（注意報・警報とは）

厚生労働省・感染症発生動向調査事業の一環として，定点医療機関を受診した患者数を週ごとに把握，集計し，

過去の発生状況をもとに基準値を設け，保健所ごとにその基準値を超えると注意報や警報が発令されるシステム。

注意報は，流行の発生前であれば今後４週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを，流行発生後であ

ればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示しており，警報は大きな流行の発生，継続が疑われるこ

とを示します。

インフルエンザの発令基準は，注意報については１定点当たりの受診患者数が１週間で１０を超えた場合，警報

については同じく３０を超えた場合に発令され，警報発令後は１定点あたりの受診患者数が１０を超えると警報が

継続されます。

インフルエンザの警報・注意報についての詳細は，国立感染症研究所感染症情報センターのホームページでご覧

になれます。(https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/influenza/index.html)

全道のインフルエンザの流行状況は北海道感染症情報センターのホームページでご覧になれます。

(http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/501/map.html)


